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光 市 医 師 会報

医師会月間行事
※ 6月22日伏)税務研修会於医師会館、

午後 7.: 00 講師 光税務署担当課長

※ 6月22日伏) 月例会於医師会館

午後 7: 30 

0報告連絡事項 (1)毒物、劇物危害防止運

動の実胞について (2)医賠責保険の史.新

について (3}予防接種委託料について

(4)日医述寄附金について (5活E市医師会

長会議、臨床検査センター協議会、学校

保健会総会、市民夏季大学等について

(6M国別指導結果について (7馳方医師会

の国会議員に対する働きかけについて

※ 7月13UW 理事会於医師会館

午後 7: 30 

0連絡報得事項 (1)ß{~和51和度学校保健講

習会 (2)入院室料差額徴収状況調査 (3)

救急医療体制に対する日医基本方針 (4)

医師年金制度普及推進運動について (5) 

諸会の開催(臨時代議員会、国保通常組

合会、医師連盟代点有会、麻薬拘当理事

協議会、産業保健部会拘当理事協ぷ会、

第 1回行護学院対抗バレーボール大会)

(6)心身附常児判別委n会について (7)会

員の入会、退会について (81血液の配給

について (9喧5市医師会長会議報告 101 

医師連間代表者会議報告 ul臨床検査セ

ンター協議会報告

0協議・J'I長 (1呼吸器疾患調査のf午(イ)県

の助成金の取扱いについて (ロ)集計事務

費を助成金より支出する件

会員の異動
入会 本庶正一先生 6月18fl付

(光市民病院長)

退会 小田悦郎先生 6月6日付

(J司東病院に転任)

参考 資料
保険連一当面の医業課税に関する要求

1 28%相税特別措慌を現行通り存続するこ

1976 

と。

2 77色申告税制を次のようにすること。

(1)所得を個人所得と医業所得に分離し

(分離課税)、医業の公共性、特殊性が

維持でき、その拡大再生産が保障される

よう措告を講ずること。そのため医業所

得に対しでは、次の特別総貨を設け、個

人所得に対しでは医師にふさわしい給与

所得を認めること。

① 医業に対する医療設備金を認めること。

② 医療の尚皮化、複雑化に伴う医師の

生涯教育のための研究・教育貨を設け

ること。

③ 医療事故対策引当金を設けること。

④ 医師の自己退職金引当金を設けること。

(2) 現行の医薬品廃棄損失に対する課税を

改善し、一定額の廃棄損失を認めること。

一定額以上の廃棄損失のある場合は、現

行の発生主義をとること。

(3) 肴護婦等医療従事者に支給する食事手

当に対する抗利!反生費限度額を大幅に号|

上げること。

(4) 専従者給与、事業主報酬の事前届出制

を廃止すること。

3 医療法人税制を次のようにするこ と。

(1)医療法を改正し、保険医が1人であっ

ても法人化できる措置を講ずること。

(2) 現行医療法人に対する税率を大幅に引

ドげること。

(3) 医療法人の留保所得に対する課税をや

めること。

(4) 前項2の(1(D-@については医標法人

に対しでも適用すること。

4 向由診療等に対する課税を次のように改

善すること。

(1) 自由診療に対する課税標準率を適正化

すること。

(2) 各種公費医療(事務手数料等の加算を

合む)労災 ・公害医療ならびに公衆衛生

など地域医療の協力にともなう収入に対

しては、 28%組税特別措買を適用し、事

業税の適用を除外すること。
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(3) 医業の特殊性を十分考慮し医療費滞納

合の米収入金については、収入金として

取扱わないこと。

5 その他医業に対する国税 ・地万税につい

て次の点について改善すること。

(1)病院、診療所の医療機械 ・器具の耐用

年数の短縮と割増償却を認めること。

(2) 病院、診療所の耐火建築物に対し割増

償却を認めること。

(3) 医業に関わる相続税 ・贈与税を適正に

減免すること。

(4)僻地で開業する保険医の国税 ・地方税

を大幅に減免すること。

(5) 現行の勤務医師に対する課税を改善し、

学術研究費等一定額の特別経費を認める

こと。

(6) 医業に供する同定資産税(土地・家屋)

償却資産 ・都市計画税、不動産取得税に

ついて、一般税制より五割以上減免する

こと。

青色事業専従者を控除対象配偶者等とした場

合等の所得税の取扱い

青色申告者がその年において青色事業専従

者として給与の支給をしている親肢をその年

分の確定申告において搾除対象配偶者文は扶

養親族とした場合、 tf色申告の取りやめをし

た場合等の当該給与及び事業主報酬に係る所

得税の取扱いについては、今後下記によるこ

ととされたい。

(昭.49. 2. 23 真所 2-13) 

( 理由 )

青色$業専従者を控除対象配偶者等として

確定E伊丹をした場合の既に納付している専従

者給与に係る源泉徴収税額については、従来、

これを過誤納金とはしないで、その専従者か

らの確定申告により還付することとしていた

が、新たにみなし法人課税制度が，没けられ、

青色申件の取りやめて手があった場合の事業主

報酬の源泉徴収税制の取扱いとの湖整を図る

必要が生じたので、すべて源泉徴収税額の過

誤納金として取扱うことに改め、全般的な取

扱いを整備したものである。

1976 

記

(青色事業専従者を控除対卑配偶者等とした

場合)

1 青色中持者がその年において古ー色事業

専従請として給与を支給している親族を

その年分の確定申告において控除対卑配

偶者又は扶益親族として配偶者控除又は

扶養控除の適用を受けた場合には、その

親族が青色事業専従者給与としてその年

に支給を受けている給与については、当

該音色中作者のその年分の各種所得の金

額、の計算上必要経費に算入しないものと

し、当該親族のその年分の給与所得の金

額の計算上ないものとすること。

(修正申告による変更)

2 その1f分の確定申告において控除対卑

配偶者又は扶益親族とした親族について

は、その後当該年分の修正申告をする場

合において、再び青色事業専従者には変

更できないものとすること。

( !主従者給与に係る源泉徴収税額の遼付等)

3 1の場合において、市色申告者が控除

対象配偶者文は扶養親族とした親族に係

るその年の青色事業専従者給与の源泉徴

収税額として既に納付している税額があ

るときは、その税額は、過誤納金として

当該音色申告者に還付すること。

(青色申告の取りやめ等があった場合)

4 事業を営む者が青色申告の取りやめ若

しくは青色中告の承認巾請の取下げをし

た場合文は青色申告の承認の取消しを受

けた場合において、その者がその取りや

め等に係る年の青色事業専従者給与及び

事業主報酬の源泉徴収税額として既に納

付している税額があるときは、その税額

は、過誤納金としてその者に還付すること。

(注)

3及び4の場合において、その青色事

業専従者給与文は事業主報酬の源泉徴収

税額につき納税告知処分を行っている場

合には、、Ii該納税告知処分を取消した上

で還付することに留意する。
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光市の人口・世帯数の動態

除
光弁 J:~ 同 市 三長

人 口 人 ロ 人

?肯 4詩 倣 4否 世 f苦
~女討 '1J 女 計 :TJ 女

46年 2.341 主8233.921 7.744 1.364 2.∞o 1.971 3.971 4.028 6.鈴47.194 

47年 2.467 3.972 3.942 7.914 1.3可72.041 2.041 4.082 4.036 6.8ω 7.255 

48 右手 2.472 3.954 3.993 7.947 1.341 2.051 7_038 4.089 4.007 6.837 7.237 

49 if 2.484 3.992 4.0倒 8.060 1.320 2.021 1.988 4.009 4.001 6.869 7.186 

50年. 2.482 4.068 4.129 8.197 1.352 2.048 2.004 4.052 3.883 6.691 7.052 

51 if 2.492 4.077 4. 176 8.253 ). 313 1.992 1.953 3.945 3.777 6、5586.908 

限
浅江 一一ー 弁 上 a 
人口 人 ロ 人

HH号 i廿符 償年寄

男女 ot !JJ 女 計 lJl 女

46年 3. 505 5.694 5.830 11.524 780 1.406 1.498 2.904 942 1.657 ). 771 

47年 aω9 6.074 6.206 12.280 902 1.597 1.690 3.287 962 1.689 1.786 

48年 3.872 6.133 6.323 12.456 1.015 1.795 1.888 3.683 1.000 1.729 1.823 

49年 3.939 6.235 6.438 12.673 1.038 1.857 1.962 3.819 1.045 1. 793 1.879 

50年 3.991 6.323 6. d59 12.782 1.044 1.858 1.982 3.840 1. 111 1.899 1.982 

51年 4.ω3 6.386 6.539 12.925 1.093 1.912 2.019 3.931 1.168 1.982 2.ω4 

昭和51年対46年の比率

1976 

自昭.46年五昭.51年

各年度 3月31口現伝

積 牛 a 
ロ 人 ロ

信手寄
三冒牛 男 女 :t 

14.128 159 238 261 449 

14.115 155 243 253 496 

14.074 152 242 244 486 

14.055 146 212 229 441 

13.743 149 207 231 438 

13.466 145 188 224 412 

関 J潟 防

ロ 人 ロ
t1t手喜

ot '1J 女 :lt 

3.428 5σ7 930 1.036 1.966 

3.475 512 906 1.034 1.940 

3.561 518 912 1.053 1.筑)5

3.672 574 968 1.080 ?と可048

3.881 587 980 1.107 2.087 I 

4.046 596 989 1.125 2.114 

あ と が き
寒暖定まらぬ変則的な梅雨もあけて、亦~い夏がやって

きた。光市が一番にぎあう海水治の季節である。虹ケ浜

に室械に数}jの様体が乱舞する海Ji!のカーニパルが始ま

る。高度成長期のj自の汚染も最近!;l:~程少なくなった械

に思われる。光の海よ永遠に美しく滑らかであってくれ、

ささやかな庶民の楽しみのために。

発 ir i折 光市小周防 1633の2U-反院内

光 市 医 師 会

泉身と末子育ちて練かな (鋪魚)
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